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入札公告【総合評価落札方式（簡易型）】 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

  

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和８年２月２６日 

分任支出負担行為担当官 

中部地方整備局三重河川国道事務所長  大吉 雄人 

 

 

１ 業務の概要 

(１)業 務 名  令和８年度 一般国道２３号鈴鹿四日市道路事業再算定業務（電子入札対象案件） 

                                    （電子契約対象案件） 

(２)業務内容 

本業務は、一般国道２３号鈴鹿四日市道路事業の施行に伴い物件等の再算定を実施し、用地取得

等に必要な情報の整備を図ることを目的とするものである。 

(３)業務対象範囲 

①三重県鈴鹿市三日市町～三重県鈴鹿市稲生町 

(４)履行期間   

契約締結日の翌日から令和８年１２月１８日まで 

(５)総合評価落札方式 

本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総

合評価落札方式を適用する。 

(６)賃上げ 

本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う。 

(７)調査基準価格 

本業務の予定価格（単価契約の場合は、「予定総価」と読み替える。）が１，０００万円を超え

る場合は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第８５

条の基準に基づく調査基準価格を設定する。 

(８)品質確保基準価格 

本業務の予定価格（単価契約の場合は、「予定総価」と読み替える。）が１００万円を超え１，

０００万円以下の場合は、業務品質確保の観点から中部地方整備局が定める価格「品質確保基準価

格」を設定する。 

(９)履行確実性 

上記(７)又は(８)に満たない入札がある場合は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価する

ため、技術提案の評価項目に「履行確実性」を加えて技術評価を行う。 

(10)成績評定 

本業務の契約金額が１００万円を超える場合は、業務完了時に会計法第２９条の１１第２項に基

づく検査（給付の完了の確認）とあわせ、地方整備局用地関係業務成績評定要領に基づき成績評定

を行う。 

 

 

２ 入札方式 

本手続は、競争参加資格確認申請書及び技術提案書（以下「申請書等」という。）の資料提出及び
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入札を電子入札システム等で行う。 

ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代える

ことができる。 

 

 

３ 入札手続等 
(１)担当部局 

〒５１４－８５０２  三重県津市広明町２９７ 

中部地方整備局三重河川国道事務所  経理課  

電 話 ０５９－２２９－２２１２ 

メールアドレス：cbr-keimie@mlit.go.jp 

(２)入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

①入札説明書等の交付期間：別表①のとおり。 

②交付場所及び方法：「電子入札システム」に掲載した入札説明書をダウンロードすることにより

交付する。 

(３)申請書等の提出期間、場所及び方法 

①申請書等の提出期間：別表②のとおり。 

②提出場所及び方法：申請書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、事前に紙入札

方式の承諾を得た者は、電子メールにより３(１)に提出すること。 

(４)入札、開札の日時、場所及び方法 

①入札書の受付期間：別表④のとおり。 

②入札書の提出方法：入札書は、電子入札システムにより提出すること。 

ただし、事前に紙入札方式の承諾を得た者は、紙により３(１)まで「郵便（書留郵便に限る）又

は託送（※注１）（以下「郵送等」という。）」で提出すること。 

※注１「託送」とは…民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第

２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特

定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便をさし、書留郵便と同

等のもの。 

③開札の日時及び場所：別表⑤のとおり。 

 

 

４ 競争参加資格要件 
申請書等の提出のあった者（以下、「参加表明者」という。）のうち、以下に示す要件を満たす全て

の者が、入札に参加できる。 

項目 要件（概要） 

(1)基本的要件 

参加表明者 単体企業又は設計共同体であること。 

業種区分 

中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）における補償

関係コンサルタント業務に係る令和７・８年度の一般競

争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（会

社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法

律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長

が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を

受けていること。） 



 
3

(2)資本関係及び人的関係に関する要件 入札説明書による。 

(3)業務拠点に関する要件 

三重河川国道事務所管内に本社（店）、支社（店）又は

営業所等を有する者。 

三重河川国道事務所管内とは、三重県津市、四日市市、

伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、

桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、三重郡

朝日町、三重郡川越町、多気郡多気町、多気郡明和町、

多気郡大台町、度会郡玉城町、度会郡度会町、度会郡大

紀町、度会郡南伊勢町を対象とする。 

(4)業務実施体制に関する要件 入札説明書による。 

(5)保有資格等に関する要件 入札説明書による。 

(6)参加表明者の業務実績に関する要件 

同種業務：補償コンサルタント登録規程（昭和59年9月21

日建設省告示第1341号）（以下「登録規程」という。）

第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部

門、機械工作物部門、営業・特殊補償部門の３部門全て

に係る補償業務（３部門の実績は同一業務による実績で

なくてもよい） 

類似業務：登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部

門のうち、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償

部門のいずれかの部門に係る補償業務 

(7)配置予定技

術者の資格に関

する要件 

主任担当者 補償業務管理士 等 

(8)配置予定主

任担当者の業務

実績に関する要

件 

同種又は類似の業務

実績 

同種業務：登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部

門のうち、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償

部門の３部門全てに係る補償業務 

（３部門の実績は同一業務による実績でなくてもよい） 

類似業務：登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部

門のうち、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償

部門のいずれかの部門に係る補償業務 

(9)配置予定主任担当者の手持ち業務に

関する要件 
入札説明書による。 

(10)技術提案書に関する要件 
実施方針（品質確保・若手技術者の活躍・人材育成）に

関する技術提案の提出。 

※要件の詳細な内容等については、入札説明書を確認すること。 

 

 

５ その他 
(１)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(２)入札保証金及び契約保証金  

①入札保証金：免除 

②契約保証金：免除 

(３)契約書作成の要否等 

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子

契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 
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(４)関連情報を入手するための照会窓口３(１)に同じ。 

(５)本業務は、入札書提出期限日の年月時点において適用される積算基準及び業務委託等技術者単価、

公共工事設計労務単価により積算を行うものとする。 

(６)本入札に係る開札、落札決定の条件は、令和８年度の予算が成立し、予算示達がされた場合とす

る。 

(７)詳細については、入札説明書による。 
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別表 
① 入札説明書等の交付期間 

 

令和８年２月２６日から 

令和８年４月１５日まで 

② 申請書等の提出期間 

 

令和８年２月２７日から 

令和８年３月１９日までの10時から16時まで 

（行政機関の休日を除く。） 

③ 競争参加資格確認通知の日 令和８年４月１日 

④ 

 

 

入札書の受付期間 

 

 

令和８年４月１４日10時から 

令和８年４月１５日16時まで 

（行政機関の休日を除く。） 

⑤ 

 

開札の日時及び場所 

 

令和８年４月２０日１０時００分 

三重河川国道事務所入札室 

 


